
健康ちば２１（第二次）の目標値の検討について 

 

 

 

 

 

 

１ 「健康日本２１（第二次）」中間評価報告書 

５．栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善 

（５）喫煙 

 ④受動喫煙（家庭・職場・飲食店・行政機関・医療機関）の機会を有する者の割合の減少 

 項目 現状値（策定時） 目標 

国 

変
更
前 

受動喫煙（家庭・職場・

飲食店・行政機関・医療機

関）の機会を有する者
の割合の減少 

行政機関 16.9%（H20 年） 行政機関 0%（H34 年度） 

医療機関 13.3%（H20 年） 医療機関 0%（H34 年度） 

職場 64%（H23 年） 職場 
受動喫煙のない職場
の実現（H34 年度） 

家庭 10.7%（H22 年） 家庭 3%（H34 年度） 

飲食店 50.1%（H22 年） 飲食店 15%（H34 年度） 

変
更
後 

受動喫煙の機会を有
する者の割合の減少 

行政機関 16.9%（H20 年） 

望まない受動喫煙のない 
社会の実現 

（H34 年度） 

医療機関 13.3%（H20 年） 

職場 64%（H23 年） 

家庭 10.7%（H22 年） 

飲食店 50.1%（H22 年） 

 

２ 「健康ちば２１（第二次）」変更案 

Ⅰ 個人の生活習慣の改善とそれを支える環境の整備 

５．喫煙 

 項目 現状値（策定時） 目標 

県 

変
更
前 

禁煙の施設 

行政（県） 99.1%（H23 年度） 行政（県） 100%（H34 年度） 

行政（市町村） 92.0%（H23 年度） 行政（市町村） 100%（H34 年度） 

医療機関 76.7%（H23 年） 医療機関 100%（H34 年度） 

受動喫煙の機会
を有する者の割
合の減少 

職場 30.7%（H25 年度） 職場 
受動喫煙のない職場
の実現（H34 年度） 

家庭 8.2%（H25 年度） 家庭 3%（H34 年度） 

飲食店 58.9%（H25 年度） 飲食店 21%（H34 年度） 

変
更
後 

受動喫煙の機会
を有する者の割
合の減少 

行政機関 7.8%（H25 年度） 

望まない受動喫煙のない 
社会の実現（H34 年度） 

医療機関 5.7%（H25 年度） 

職場 30.7%（H25 年度） 

家庭 8.2%（H25 年度） 

飲食店 58.9%（H25 年度） 

 

「健康日本２１（第二次）」中間評価において、昨今の受動喫煙対策に関わる動向を踏まえ、目標

の変更が検討され、２月２８日付けで改正となった。国の通知において、都道府県健康増進計画

についても必要に応じて見直しを求められていることから、今回、「健康ちば２１（第二次）」中

間評価で反映していなかった喫煙についても見直すこととしたい。 

資料３ 



屋内禁煙 喫煙専用室設置（※）
加熱式たばこ専用の

喫煙室設置（※）

○ 敷地内禁煙
・学校、児童福祉施設
・病院 、診療所
・行政機関の庁舎 等

or

※ 全ての施設で、
喫煙可能部分には、
ア喫煙可能な場所である

旨の掲示を義務づけ
イ客・従業員ともに

20歳未満は立ち入れない

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

○ 喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
（例） できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮。

子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮。

屋外や家庭など

喫煙可能（※）

喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースへの20歳未満の立入りは可能。

【経過措置】

既存の経営規模の
小さな飲食店

・個人又は中小企業が経営
・客席面積100㎡以下

上記以外の施設＊

・事務所
・工場
・ホテル、旅館
・飲食店
・旅客運送用事業船舶、鉄道

・国会、裁判所
等

＊個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住

の用に供する場所は適用除外

○ 原則屋内禁煙 （喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要）

○ 喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能

経営判断により選択

経
営
判
断
等

室外への煙の流出防止措置

飲食可喫煙のみ

子どもや患者等に特に配慮

２０
UNDER

２０
UNDER

２０
UNDER

第一種施設

第二種施設

喫煙を主目的とする施設
・喫煙を主目的とするバー、スナック等
・店内で喫煙可能なたばこ販売店 ・公衆喫煙所

○ 施設内で喫煙可能（※）
喫煙目的施設

改正健康増進法の体系

2019年
7月1日
施行

2020年
4月1日
施行

2019年
1月24日

施行

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

○ 一部施行①（国及び地方公共団体の責務等）の施行期日は2019年１月24日とする。
○ 一部施行②（学校・病院・児童福祉施設等、行政機関）の施行期日は2019年７月１日とする。

改正健康増進法の施行期日について

2018年 2019年

９月（ラグビーＷ杯）

2020年

４月 ７月（東京オリパラ）７月１日１月24日７月25日

全面施行(上記以外の施設等)
2020年４月１日

▲ ▲ ▲ ▲

法律公布

一部施行①（国及び地方公共団体の責務等）
（公布後６ヶ月以内で政令で定める日）

一部施行②（学校・病院・児童福祉施設等、行政機関）
（公布後１年６ヶ月以内で政令で定める日）
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